
【正誤表】

正誤箇所 正 誤

本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる事項を全て満たすこととする。 本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる事項を全て満たすこととする。

(1)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。 (1)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。

(2)　北谷町暴力団排除に関する条例（平成23年北谷町条例第11号）第2条第1項第1号及び第2号の

規定に該当していない者であること。

(2)　北谷町暴力団排除に関する条例（平成23年北谷町条例第11号）第2条第1項第1号及び第2号の

規定に該当していない者であること。

(3)　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをしていないこと、民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと及び破産法（平

成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。

(3)　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをしていないこと、民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと及び破産法（平

成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。

(4)　本町の入札参加資格者名簿に登録されている場合は、本町から指名停止を受けている期間でな

いこと。

(4)　本町の入札参加資格者名簿に登録されている場合は、本町から指名停止を受けている期間でな

いこと。

(5)　国税及び地方税を滞納していない者であること。 (5)　国税及び地方税を滞納していない者であること。

(6)　沖縄県内に本社、支社または営業所もしくは事務所を有する法人であること。

(7)　複数の企業等でコンソーシアムを構成し応募する場合は、沖縄県内に本店または支店を有する

法人を幹事企業に選定すること。

(6)　複数の企業等でコンソーシアムを構成し応募する場合は、日本国内に本店または支店を有する

法人を幹事企業に選定すること。

　令和５年度観光情報ポータルサイトリニューアル構築業務に係る公募型プロポーザルの実施についてのホームページでの募集について、(3)参加資格の表記に誤記がありましたので、次のとおり訂正します。

３　参加資格


